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告 示
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�愛媛県告示第７８０号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� ２－（エチルアミノ）－２－（３－メチルフェニル）シクロ

ヘキサン－１－オン及びその塩類

� Ｎ，Ｎ－ジエチル－２－｛［５－ニトロ－２－（４－プロポ

キシフェニル）メチル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－

１－イル｝エタナミン及びその塩類

� １－（シクロブチルメチル）－Ｎ－（２－フェニルプロパン

－２－イル）－１Ｈ－インドール－３－カルボキサミド及びそ

の塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

令和４年７月８日

�愛媛県告示第７７９号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広
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試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

筆記試験、作文、適性検査、口
述試験及び身体検査
令和４年８月３日（水）

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

筆記試験、作文及び適性検査
（ＷＥＢ試験）
令和４年７月２８日（木）０時
から令和４年７月３０日（土）
２４時の間で任意の時間
※口述試験及び身体検査につい
ては令和４年８月３日（水）

任意の場所
※口述試験及び身体検査については松
山市南梅本町乙１１５番地

任意の場所
※口述試験及び身体検査については陸
上自衛隊松山駐屯地

県内全域

毎週（火・金）曜日発行 第３２６号 令和４年７月２２日

令和４年７月２２日金曜日 第３２６号
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�愛媛県告示第７８１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

南宇和郡愛南町中川３０５２、３０７９から３０８４まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

中川３０５２・３０７９から３０８１まで（以上４筆について次の図に

示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７８２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

南宇和郡愛南町緑丙５９２

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

緑丙５９２（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７８３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

西条市河之内甲４２２、甲４２３、甲９６２の１、甲９６２の２、乙１７５の

１、乙１７５の３

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

河之内甲４２２・甲４２３・乙１７５の１・乙１７５の３（以上４筆に

ついて、次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７８４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

西条市小松町妙口字祖父ヶ山乙１の４（次の図に示す部分に限

る。）、乙１の６、乙１の９、乙１の１４から乙１の１６まで、乙１

の２５、乙１の２６、乙１の２８

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

小松町妙口字祖父ヶ山乙１の４・乙１の６・乙１の９（以

上３筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７８５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所
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西条市小松町大郷字土井ヶ谷乙１７の１（次の図に示す部分に限

る。）、乙１７の２、乙１８、乙１９の２、乙１９の４から乙１９の６まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字土井ヶ谷乙１７の２・乙１８・乙１９の２・乙１９の５・乙１９の

６（以上５筆について、次の図に示す部分に限る。）、乙１７

の１

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７８６号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項の規定に基づ

き、肱川水系河川整備計画【中下流圏域】を次のとおり変更した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁並びに中

予地方局建設部、大洲土木事務所及び西予土木事務所に備え置いて

縦覧に供する。）

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７８７号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令

（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦

覧に供する。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 河川の名称

二級河川国領川水系国領川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

令和４年７月２２日

３ 廃川敷地等の位置

右岸 新居浜市東田一丁目甲１３１３番１地先から

新居浜市東田一丁目甲１２７２番１地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。）１，４３８．０１平方メートル

�������
�愛媛県告示第７８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

道後平野土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管理）

の計画の変更を令和４年７月１１日認可した。

令和４年７月２２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第７９０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和４年７月２２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和４年７月１３日

３ 指定道路の位置

上浮穴郡�万高原町上野尻甲８３２の一部
４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２８．５７メートル

� 幅員 ４．００メートル

�愛媛県告示第７８９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－３）第１３５０６号 令和３年
８月２６日 �塩見配管 塩見 悟 松山市三番町６－３－１０ 令和４年

６月３日 消防設備工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－３）第１３５２６号 令和３年
９月１３日 �シルク電装 林 清重 松山市住吉２－５－５ 令和４年

６月８日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２９）第１７０７５号 平成２９年
９月１９日 篠崎建築工匠 篠� 勝利 松山市和気町２－７４０－

２９
令和４年
６月１５日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－３）第７８５８号 令和３年
９月１４日 �西條工業所 西條 輝夫 松山市太山寺町１２０８－３ 令和４年

６月２３日
管工事業
鋼構造物工事業 建設業の廃止
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�愛媛県告示第７９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７９２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和４年７月２２日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第７９３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和４年７月２２日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第７９４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年７月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡�万高原町笠方２８０６番１から

同町笠方２８０４番２まで
令和４年７月２２日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アコンプリシー ショートステイ笑歩会 保田 愛媛県宇和島市保田甲９８１番地１ 令和４年５月１１日 短期入所生活介護

アトムタクシー株式会社 ヘルパーステーションアトム 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地
５号 令和４年５月３１日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アコンプリシー ショートステイ笑歩会 保田 愛媛県宇和島市保田甲９８１番地１ 令和４年５月１１日 介護予防短期入所
生活介護

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－３）第１８６５０号 令和３年
５月２８日 ＴＡＩＳＥＩ工業 松岡 泰成 大洲市森山甲９３４－３ 令和４年

６月８日 とび・土工工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－３０）第１６４３９号 平成３１年
２月２３日 佐々木電工 佐々木琢磨 八幡浜市日土町８－８７３ 令和４年

６月２０日
電気工事業
消防施設工事業 建設業の廃止

（般－１）第１８３２１号 令和元年
７月３１日 �浅建 浅田ひとみ 西予市宇和町皆田１３９４－

９
令和４年
６月３０日 大工工事業 建設業の廃止

（一部）
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教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第６号
愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年７月２２日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �万中山線
喜多郡内子町臼杵２７９３番４から

同町臼杵２８０２番５まで
令和４年７月２２日

改 正 後 改 正 前

（普通免許状授与等の出願）

第７条 法第５条第１項又は第５条の２第３項の規定により、普通

免許状の授与又は新教育領域の追加を願い出る者は、次に掲げる

書類を提出しなければならない。ただし、愛媛県教育委員会が認

める者にあつては、第３号から第６号までに掲げる書類の全部又

は一部の提出を省略することができる。

�～� 省略

（普通免許状の検定及び授与等の出願）

第９条 施行法第２条第１項の規定により、教育職員検定及び普通

免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を提出しなければ

ならない。ただし、愛媛県教育委員会が認める者にあつては、第

４号に掲げる書類の提出を省略することができる。

�～� 省略

第１０条 法第６条第１項又は第３項に規定する教育職員検定を受

け、法第５条第１項又は第５条の２第３項の規定により、普通免

許状の授与又は新教育領域の追加を願い出る者は、次に掲げる書

類（法第６条第３項に規定する教育職員検定を受ける者にあつて

は、第４号又は第９号に掲げる書類を除く。）を提出しなければ

ならない。ただし、愛媛県教育委員会が認める者にあつては、第

４号に掲げる書類の提出を省略することができる。

�～� 省略

（普通免許状授与等の出願）

第７条 法第５条第１項又は第５条の２第３項の規定により、普通

免許状の授与又は新教育領域の追加を願い出る者は、次に掲げる

書類を提出しなければならない。

�～� 省略

（普通免許状の検定及び授与等の出願）

第９条 施行法第２条第１項の規定により、教育職員検定及び普通

免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を提出しなければ

ならない。

�～� 省略

第１０条 法第６条第１項又は第３項に規定する教育職員検定を受

け、法第５条第１項又は第５条の２第３項の規定により、普通免

許状の授与又は新教育領域の追加を願い出る者は、次に掲げる書

類（法第６条第３項に規定する教育職員検定を受ける者にあつて

は、第４号又は第９号に掲げる書類を除く。）を提出しなければ

ならない。

�～� 省略

令和４年７月２２日 発行


